
全国農業会議所では農林水産省の事業（都市農業機能発揮
支援事業）を受けて、都市地域の農業・農地に関する諸制度
について研修会、講演・説明会、相談会等への講師派遣を
行っています。

① 生産緑地法と関係制度
② 特定生産緑地と関係税制
③ 都市農地貸借円滑化法と関係制度
④ 相続税のしくみと関係法・制度
⑤ 農家ならだれにも必要な相続対策
⑥ 相続税納税猶予制度

①〜⑥の内容に沿って、
イラストと図解などにより分かり易く説明いたします。
また、そのほかにも、ご要望があればお応えいたします
個別的な相談等も伺っています。
皆さんの地域でも是非ご活用ください

都市的地域を対象に、

農地を守るための制度等の

普及・啓発を行っています！

研修会のテーマ（例）

講師派遣を行っています！

少人数でも
大丈夫

都市地域の農業・農地に関する諸制度など、農地を保全し、
利用を促進するために必要な制度等について説明をいたします。

電話相談も承ります！



講師派遣のご依頼やご相談は、
お電話・メールにて受け付けています。

お気軽にご相談ください！！

全国農業会議所 都市農業相談窓口

電話番号：０３−６９１０−１１２２
メール： toshinogyo@nca.or.jp

講師派遣費用（講師の謝金や交通費）の負担は必要ありません。
是非ご検討ください

お気軽にご相談ください！

講師派遣・相談に費用はかかりません

一般社団法人全国農業会議所 農政部
〒102-0084 東京都千代田区二番町9-8 中央労働基準協会ビル内

研修会の様子

※但し、会場使用料や必要な
機材の準備等、説明・相談
会の実施にかかる経費につ
いては皆さんの負担になり
ます。




